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優良図書等の推奨については、事務取扱要領第３の２の（３）に基づき、

「特定の人物又は企業の利益のための宣伝を意図したもの」を推奨の対象か

ら除くこととしているが、宣伝を意図したものであるかどうかは、以下のと

おり判断し、取り扱うものとする。

１ 書籍の著者等、その制作に携わった者からの推薦（いわゆる自薦）につ

いては、「特定の人物の利益のための宣伝を意図したもの」と判断し，推

奨の対象から除く。

２ 出版元からの推薦については、「特定の企業の利益のための宣伝を意図

したもの」と判断し、推奨の対象から除く。

資料８

14510
長方形


